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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成24年3月1日(2012.3.1)

【公表番号】特表2008-521245(P2008-521245A)
【公表日】平成20年6月19日(2008.6.19)
【年通号数】公開・登録公報2008-024
【出願番号】特願2007-542960(P2007-542960)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｓ   5/20     (2006.01)
   Ｈ０１Ｓ   5/323    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｓ   5/20    ６１０　
   Ｈ０１Ｓ   5/323   　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成24年1月12日(2012.1.12)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体化合物に基づいた発光出力のためのヘテロ構造であって、リークイン層の屈折率
ｎＩＮに対するヘテロ構造の実効屈折率ｎｅｆｆの比率、すなわち、ｎｅｆｆ対ｎＩＮの
比率が、１．０１～０．９９の大きさの範囲内で決定され、前記ヘテロ構造が、少なくと
も１つの活性層と、前記活性層の両側に少なくとも１つある少なくとも２つの反射層とを
含み、前記反射層が、少なくとも１つの下層で形成され、かつ前記ヘテロ構造の実効屈折
率ｎｅｆｆ未満の屈折率を有し、前記ヘテロ構造が、前記活性層及び対応する反射層間に
位置する発光に対して透過性のリークイン領域を含み、前記リークイン領域が、前記活性
層の少なくとも片側に位置し、前記リークイン領域が、少なくとも１つであり、前記リー
クイン領域が、屈折率ｎＩＮを有しかつ少なくとも１つの下層からなる少なくとも１つの
リークイン層を有し、同様に、前記リークイン領域が、少なくとも１つの下層からなる少
なくとも１つの閉じ込め層を有することを特徴とするヘテロ構造であって、
　少なくとも１つの下層からなり、その下層の少なくとも１つのために前記リークイン層
の屈折率ｎＩＮ以上の屈折率を有し、その一面で前記活性層に隣接する主調整層が、前記
リークイン領域に追加的に導入され、一方で、前記主調整層の反対面には前記主調整層の
屈折率未満の屈折率を有する前記閉じ込め層があるヘテロ構造。
【請求項２】
　動作電流の範囲において、前記ｎｅｆｆ対ｎＩＮの比率が増加する電流とともに低下す
る、請求項１に記載のヘテロ構造。
【請求項３】
　前記ヘテロ構造が少なくとも２つの前記活性層を含み、少なくとも１つの下層からなり
、かつ前記リークイン層の屈折率ｎＩＮ以下の屈折率を有する追加的に導入された主中央
調整層が、前記活性層の間に位置する、請求項１に記載のヘテロ構造。
【請求項４】
　前記リークイン領域に、前記閉じ込め層と前記リークイン層との間に補助調整層が導入
され、前記補助調整層が、少なくとも１つの下層から形成され、かつ前記リークイン層の
屈折率ｎＩＮ以上の屈折率を有する、請求項１に記載のヘテロ構造。
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【請求項５】
　前記反射層の下層の少なくとも１つが、前記リークイン層の屈折率と同一の屈折率を有
する、請求項１に記載のヘテロ構造。
【請求項６】
　前記リークイン領域におけるリークイン層の少なくとも１つが、前記閉じ込め層の屈折
率と同一の屈折率を有する、請求項１に記載のヘテロ構造。
【請求項７】
　前記リークイン領域における前記リークイン層の下層の少なくとも１つが、前記ヘテロ
構造が成長される基板の組成と同一の組成を有する、請求項１に記載のヘテロ構造。
【請求項８】
　前記ヘテロ構造が少なくとも２つの前記活性層を含み、前記活性層の平面が互いに平行
であり、それら活性層の間に、ｐ型及びｎ型の２つのドープされた下層からなる主中央調
整層が位置し、ここで、ｎ型の下層は、ｐ型の反射層の側に配置され、ｐ型の下層は、ｎ
型の反射層及びｎ型の基板の側に配置され、注入型発光源の動作中に、一方の前記活性層
から別の前記活性層への電流のトンネル通路を提供する、請求項１に記載のヘテロ構造。
【請求項９】
　ヘテロ構造、光ファセット、反射器、オーミックコンタクト、および光共振器を含む注
入レーザであって、前記光共振器の媒体の少なくとも一部が、リークイン領域の少なくと
も一部、活性層の少なくとも一部、及び反射層の少なくとも一部で作製され、前記ヘテロ
構造層の組成及び厚さと同様に光共振反射器の反射係数が、動作中の前記注入レーザに対
して前記活性層における発光の結果としての増幅が動作電流の全範囲にわたって励起閾値
を保持するのに十分であるように、選択され、前記ヘテロ構造が、請求項１～８のいずれ
かに記載のように作製され、一方で、励起閾値電流場におけるｎｅｆｆ対ｎＩＮの比率が
、０．９９超１．０１未満の大きさで決定される注入レーザ。
【請求項１０】
　励起閾値電流場において、ｎｅｆｆ対ｎＩＮの比率が、１．００５～０．９９５の範囲
で決定される、請求項９に記載の注入レーザ。
【請求項１１】
　ヘテロ構造、光ファセット、オーミックコンタクト、及び少なくとも１つの光ファセッ
ト上のクラリファイング膜を含む半導体増幅素子であって、前記半導体増幅素子の増幅発
光の伝播媒体が、リークイン領域の少なくとも一部、活性層の少なくとも一部、及び反射
層の少なくとも一部であり、一方で、前記ヘテロ構造層の組成及び厚さと同様に前記光フ
ァセット上の前記クラリファイング膜の反射係数は、動作電流の全範囲にわたって前記活
性層における発光の結果としての増幅値が、前記動作中の半導体増幅素子を自励に導く結
果としての増幅値未満であるように選択され、前記ヘテロ構造が、請求項１～８のいずれ
かに記載のように作製された半導体増幅素子。
【請求項１２】
　前記リークイン領域におけるリークイン層が、電流フローの導入ストライプ領域の幅と
ほぼ等しい厚さを有する、請求項１１に記載の半導体増幅素子。
【請求項１３】
　前記電流フローのストライプ領域が、適切な角度で前記光ファセットの平面に対して傾
斜している、請求項１２に記載の半導体増幅素子。
【請求項１４】
　前記クラリファイング膜が双方の前記光ファセット上に施され、これらの前記光ファセ
ットが、光ファイバと光学的に結合された、請求項１１に記載の半導体増幅素子。
【請求項１５】
　光学的に結合されたマスター入力発光源及び半導体増幅素子を含む半導体光増幅器であ
って、前記半導体増幅素子が、請求項１１～１４のいずれかに記載のように作製された半
導体光増幅器。
【請求項１６】
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　前記マスター入力発光源が、注入レーザとして作製された、請求項１５に記載の半導体
光増幅器。
【請求項１７】
　前記注入レーザが、請求項９に記載のように作製された、請求項１５に記載の半導体光
増幅器。
【請求項１８】
　同じヘテロ構造及び光カップリングで作製された前記注入レーザ及び前記半導体増幅素
子が、両者間で直接触される、請求項１６又は請求項１７に記載の半導体光増幅器。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００５】
　このプロトタイプヘテロ構造には、多くの重要な利点がある。製造技術は、単純化され
ている。漏れ発光を備えたこのヘテロ構造に基づいたＩＥＳの動作では、劈開光ファセッ
トの平面にほぼ直角な発光出力が得られ、出力発光電力が増加され、垂直面における発光
エリアのサイズが増加され、それに対応して、発光の角度発散が低減される。同時に、上
記ヘテロ構造は、それを基礎として製造されたＩＥＳのより高いエネルギー及び空間特性
の実現可能な達成を制限する。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００８】
　プロトタイプ注入レーザの主な利点は、レーザ出力電力の増大、垂直面における発光エ
リアサイズの拡大、及びそれに対応した発光の角度発散の低減、注入レーザの製造技術の
単純化と同様に、劈開光ファセットの平面にほぼ直角な発光の実現である。同時に、プロ
トタイプ注入レーザは、その高い空間特性を備えたレーザ発光の高効率及び出力と同様に
、低励起閾値電流の達成をある程度まで制限する。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３４】
　ＩＥＳを通って流れる同じ電流で、出力電力を約２倍か又は３倍以上に増加させるため
に、提案されたＨＳでは、それぞれ２つか又は３つ以上の活性層が作製され、それらの平
面は、互いに平行である。活性層の中間に、ｐ型及びｎ型の２つの薄い、多量にドープさ
れた下層からなる主中央調整層が配置され、また主中央調整層は、ＩＥＳの動作中に、一
方の活性層から別の活性層への電流のトンネル通路を提供する。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５１】
　同じ動作電流で、出力電力を約２倍か３倍以上に増加させるために、提案されたレーザ
では、それぞれ２つか３つ以上の活性層が作製され、それらの平面が互いに平行にされ、
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活性層の中間に、ｐ型及びｎ型の２つの薄い、多量にドープされ下層からなる主中央調整
層が配置され、これらの下層によって、動作中のＬａｓｅｒでは、一の活性層から他の活
性層への電流のトンネル通路が提供される。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６８】
　同じ動作電流で、増幅発光の出力電力を、約２倍か３倍以上に増加させるために、提案
されたＳＡＥにおいて、それぞれ、２つか３つ以上の活性層が作製され、それらの平面が
互いに平行にされ、また各隣接する活性層間に、ｐ型及びｎ型の２つの薄い、多量にドー
プされた下層からなる主中央調整層が配置されて、動作しているＳＡＥにおいて、一の活
性層から他の活性層への電流のトンネル通路を提供する。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００７０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００７０】
　提案されたＳＡＥにおいて、電流フローのストライプ領域が、光ファセットの平面に対
して適切な角度で傾斜される場合には、クラリファイング膜に対する要件の追加的な低減
を実現することができる。
【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００８７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００８７】
　同じ動作電流で、増幅発光の出力電力を、約２倍か３倍以上に増加させるために、提案
されたＳＯＡにおいて、それぞれ、ＳＡＥ ＨＳの２つか３つ以上の活性層が作製され、
それらの平面が互いに平行にされ、また各隣接する活性層間に、ｐ型及びｎ型の２つの薄
い、多量にドープされた下層からなるＳＡＥ ＨＳの主中央調整層が配置されて、動作す
るＳＯＡにおいて、一方の活性層から別の活性層への電流のトンネル通路を提供する。
【誤訳訂正９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００８９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００８９】
　クラリファイング膜に対する要件の追加的な低減を実現するために提案されたＳＯＡに
おいて、ＳＡＥの電流フローのストライプ（又はメサストライプ）領域は、光ファセット
の平面に対して適切な角度で傾斜される。
【誤訳訂正１０】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１１２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１１２】
　ＳＯＡで用いられるＳＡＥ４０の次の実施形態は、電流フローの導入されたメサストラ
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イプ領域が、７°の角度で、光ファセットの平面に対して傾斜されているという点で、上
記の実施形態と異なった。これによって、反射係数Ｒ１及びＲ２の値に対する要件を、お
おむね大きく低減すること（１０倍）が可能になった。
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